
令和５年度亀田東児童館事業計画書 
 
経営理念・経営方針 
 ・わたしたちワーカーズコープは、働く人々、市民がみんなで出資し、民主的に経営し、 

責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を自らの手でおこす、仕事おこしの協同組 
合です。地域の課題を住民が主体となって解決していくことを通じて、「地域の再生・ま 
ちづくり」につなげていく事業を自治体との協働事業として実施していきます。 

 
事業計画（コロナ禍において、感染防止の対応を図りながら、臨機応変に対応・

実施していきます。） 
●健全な遊びを通した児童の集団及び個別指導 
 ・亀田東児童館では、年間の行事計画を定め、それに沿った事業を行います。（別表） 
 ・ひまわりクラブや学校、公民館、保育所等でカプラ等を使用した移動児童館を行います。 
 ・江南区内の地域活動のひとつとして、「移動児童館」と共にカプラの貸出を行います。 
 
●中学生・高校生等年長児童の自主的な活動に対する支援 

・中高生が気持ちを楽にして過ごせるように、おしゃべりや学習の場及び居場所として提

供し、中高生の継続した利用に繋げていきます。実習等で訪れる大学生やボランティア

等と連携した学習支援の場の取り組みを目指します。 
 ・亀田東小、亀田中学校の地域教育コーディネーターの方や学校と連携を取り、不登校な

どの問題を抱えた児童の支援を行っていきます。 
 ・中高生向けイベントを企画し、中高生のニーズに対応していきます。毎週日曜日１７時

～「レベルアップスポーツタイム」とし、閉館まで遊戯室を中高生に優先的に開放しま

す。 
 ・地域の高等学校と連携し、高校生の社会参加活動を支援するとともに、児童館イベント

等での交流を図ります。 
 
●地域組織活動の育成助長 
 ・ボランティアグループである「こどもクラブ」のメンバーが中心となり、児童館イベン

トがより子ども達の意見や思いが反映されるように目指し、１人１人の成長を図ると

共に、地域で活躍できる人材に育っていけるような、ボランティア活動の場の提供を行

っていきます。 
・亀田東小学校区コミュニティ協議会と連携し、大型イベントの際に協力して事業を行い

ます。 
 ・地域のボランティアの皆さんや利用者の方達が地域や行政と繋がっていけるよう、職員

が橋渡しの役目を進めていきます。 
 
●子育て中の親からの相談に応じるなどの子育て家庭への支援 
 ・月に１回講師を迎え、子育て講座やイベントを行います。イベントの充実やそこから波

及する親同士が集まれる機会を創出し、地域内でのコミュニティの形成を目指します。 
 ・週１回、「ひよこ広場」を開催し、運動遊びや手遊び、絵本の読み聞かせ等を提供しま



す。 
 ・２～５か月の第１子とその母親を対象とした、初めての育児の学び、親子の絆作り、仲

間作りを目的とした全４回コースの「ＢＰ講座」を年間４クール実施します。 
 ・亀田地区公民館との共催で外部講師を招いての育児講座を行います。子どもたち、保護

者のニーズは、日々の利用者との関わりの中で常に把握できるよう努めます。 
 
●地域の児童の健全育成に必要な活動 
 ・江南区内の小学校と連携し、学校主催のイベント等に参加するなど、児童館との連携や

交流の機会を増やし、児童館の取り組みについての周知・啓発に努めます。 
 ・児童福祉週間の啓発の活動を行ないます（こいのぼり作成）。 

・亀田東児童館運営委員会は上半期（６月を予定）・下半期（２月を予定）に 
１回ずつ年２回開催します。 

 ・上半期は前年度の収支報告・事業報告、利用者推移、下半期は次年度の収支計画・事業

計画を主たる議題とします。その他、児童館イベントやアンケート報告、移動児童館、

カプラの貸出状況などの報告をします。 
 
●広報の方針 
 ・毎月、区内小中学校及び保育園、関係機関に児童館だよりを配布します。 

・大型イベントや広報活動の必要が生じた場合は、館内掲示、ホームページ、児童館 
だより、区だよりの他、近隣の商業施設や小中学校、子育て支援施設などにポスター掲

示等の広報をします。 
 ・ポスター掲示の他、チラシの配布が効果的と認められた場合は、適宜チラシを作成し、

利用者に向け、配布します。 
 ・台風や大雨、大雪等、天候による事業の中止及び延期の際には、早急にホームページに

情報を掲載します。 
 

 
サービス内容（開館時間、休館日設定） 

・休館日は、新潟市児童館条例に基づき、１２月２９日から翌年１月３日までとします。 
・開館時間は、午前９時から午後６時までとします。児童の生活リズムの確保を考慮し、

昼食時間帯の１２時から１時までは昼休みとします。ただし、長期休暇中に限り、昼食

スペースを開放していけるよう、江南区役所健康福祉課と協議しつつ調整していきま

す。 
・毎月第１木曜日に館内点検日を設け、館内設備の点検、修理、清掃を行います。 
・冬季（１０月から３月）は、日没が早まるため、児童の安全に配慮し、お迎えのない児

童に対して、午後５時に帰宅するよう指導します。 
 
組織・人員体制 

・人員は館長１名、常勤２名、非常勤３名の６名体制での運営をしていきます。 
・職員は全員が児童厚生員となる資格を有するために、必要な研修に参加します。 
・事故防止のため来館者が増加すると見込まれる日の人員配置を強化するよう努めます。 
・組織内での職員研修に適宜参加します。また、職員の資質向上のため、子育て関連や児



童館運営に関する研修に１人につき年２回以上参加します。 
 

緊急時対策 
・毎月１回、館内点検日に職員間におけるヒヤリハットの確認や避難訓練を行います。 
・年４回避難訓練を行ないます。４回（火災、地震、水害、不審者）とも、ひまわりクラ

ブと合同で避難訓練を行い、訓練結果（火災、地震）を消防署へ報告します。 
・年１回、亀田東ひまわりクラブと合同で「救命救急講習会」を実施し、こども達の 
 怪我の防止、対策に努めます。 
・緊急時対策マニュアルを職員間で周知徹底し、緊急時に職即行動できるよう努めます。 
・緊急を要した場合、避難場所である亀田東小学校、江南区健康福祉課と連携を取り、ス

ムーズに子どもの安全を図れるよう努めます。     
 
個人情報の取扱い 

  ・個人情報が掲載されている、登録届や気になる児童の情報ファイルは、鍵のかかるロ 
ッカーに保管します。 

   ・個人情報をデータでの保存はいたしません。 
   ・職員間でも相応の対応の話し合いと、守秘義務の徹底に努めます。 


